
平成２９年１２月７日公布条例等 

１ 条例 

条例 

番号 
条 例 名 概    要 施 行 日 

２４ 花巻市行政手続における特定の

個人を識別するための番号の利

用等に関する法律に基づく個人

番号の利用に関する条例の一部

を改正する条例 

行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律第

９条第２項に基づき、市長が処理する乳

幼児及び妊産婦等の医療費助成に関す

る市独自の個人番号利用事務及び特定

個人情報の利用範囲を追加するもの 

公布の日 

２５ 花巻市公契約条例 公契約における市と受注者及び下請負者

等双方の責務を明確にするとともに、公

契約を履行するにあたっては、従事する

労働者の労働条件の確保に関わる法令を

遵守し、その状況を報告及び調査するこ

とについて定めるもの 

平成３０年４月１日 

２６ 花巻市農業委員会委員等定数条

例 

農業委員会等に関する法律の一部改正

に伴い、花巻市農業委員会の委員及び農

地利用最適化推進委員の定数を定める

もの 

公布の日 

２７ 花巻市国営土地改良事業負担金

徴収条例の一部を改正する条例 

土地改良法の一部改正に伴い、所要の改

正をするもの 

公布の日 

２８ 花巻市地域経済牽引事業の促進

による地域の成長発展の基盤強

化に関する法律に基づく固定資

産税の課税免除に関する条例 

地域経済牽引事業の促進による地域の成

長発展の基盤強化に関する法律に基づき

、国の同意を得た岩手県基本計画に定め

られた促進区域である本市において、岩

手県から承認を得た地域経済牽引事業計

画に基づき、対象施設を新たに設置した

者に対し、固定資産税の課税を免除する

もの 

公布の日 

２９ 花巻市営住宅等条例の一部を改

正する条例 

市営住宅の入居資格の収入基準額を改め

ること及び公営住宅法の一部改正に伴い

、入居者が収入の申告をすることが困難

な事情にあると認めるときの家賃の算出

方法について定めるもの 

公布の日 

３０ 花巻市定住促進住宅条例の一部

を改正する条例 

公営住宅法の一部改正を準用し、入居者

が収入の申告をすることが困難な事情に

あると認めるときの家賃の算出方法につ

いて定めるもの 

公布の日 

３１ 花巻市教育委員会委員定数条例 地方教育行政の組織及び運営に関する法

律の一部改正に基づき、新教育長制度に

移行することに伴い、教育行政の機能強

化を図るため、同法第３条ただし書の規

定による定数条例を制定し、定数を５人

と定めるもの 

平成３０年４月１日 

３２ 花巻市海洋施設条例の一部を改 艇庫を宿泊可能な施設へ改修することに 平成３０年４月１日 



正する条例 伴い、使用時間及び使用料を改正するも

の 

３３ 花巻市職員の育児休業等に関す

る条例の一部を改正する条例 

働きながら育児しやすい環境整備をさら

に進めるため、地方公務員の育児休業等

に関する法律に準じ、非常勤職員の育児

休業の取得期間の延長等について所要の

改正をするもの 

平成３０年１月１日 

３４ 花巻市一般職の職員の給与に関

する条例の一部を改正する条例 

行政職給料表に定める職務の級に分類す

る際の基準となるべき職務の内容につい

て改めようとするものである。 

平成３０年４月１日 

 

２ 規則 

規則 

番号 
規 則 名 施 行 日 

３５ 花巻市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律に基づく個人番号の利用に関する条例施行規則の一部を改正する規

則 

公布の日 

３６ 花巻市公契約条例施行規則 平成３０年４月１日 

３７ 花巻市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する

法律に基づく固定資産税の課税免除に関する条例施行規則 

公布の日 

３８ 花巻市営住宅等条例施行規則の一部を改正する規則 公布の日 

３９ 花巻市海洋施設管理規則の一部を改正する規則 平成３０年４月１日 

 


